
ふじさき 
社協だより 

令和 6 年 6 月 1 日【 第 168 号 】 

お誕生 

おめでとう 

ございます 
 

 
皆さまから寄せられた赤い羽根共

同募金の一部で赤ちゃんの紙おむつ

を支給しています。 

井上 豊
ゆたか

 ちゃん（榊） 
 

山内 杏
あん

 ちゃん（徳下） 
 

三上 心愛
ここあ

 ちゃん（吉向） 
 

帰山 夕愛
ゆ あ

 ちゃん（館川町） 
 

工藤 優来
ゆ ら

 ちゃん（水木） 
 

 4 月 18 日（木）常盤老人福祉センター並びに４月 25 日（木）藤崎老人福祉センターにおいて、一人暮

らし高齢者ふれあい昼食会を開催しました。 
  今回の昼食会では「弘前公園」の外堀を一周するお花見ドライブや、今年の４月 23 日（火）にオープン

した「リンゴカ・ミュージアム」を見学した後に、ボランティアさんの美味しい手作り弁当をお持ち帰りいただ

きました。 

  参加者からは、「みんなで外出できて楽しかった。」「久しぶりに弘前公園の桜を見たが、とても綺麗だっ

た。」などの声が聞かれました。 

 ふじさき社協だより第 57 号（令和 6 年 5 月 1 日発行）に掲載しておりました、西豊田温

泉 160 万人達成記念贈呈式における、木村さんのコメント（P６の 6 行目）に誤りがありま

した。 

お詫びして訂正いたします。 
 

誤）「あめでとうございます。～」 ⇒ 正）「おめでとうございます。～」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人 

     藤崎町社会福祉協議会 
 

〒038-1214 

藤崎町大字常盤字富田 70-1 

（常盤老人福祉センター内） 
 

℡６５－２０５６ FAX６９－５２６２ 

HP:https://www.fujisaki 

shakyo.or.jp/ 

ホームページは 

カラーで読めます！！ 

 
 

 

出産お祝い事業 ～健やかな成長を心よりお祈りいたします～ 
 

【お詫びと訂正】 

ふれあい昼食会

～お花見ドライブ～

～リンゴカ・ミュージアム～



令和 6 年度 ～社協一般会員加入ご協力のお願い～ 

社協心配ごと相談所・こころの健康相談所・法律相談所 日程 

 

☆いきいきふれあいサロンの内容 

・血圧測定と健康チェック 

・簡単な体操やゲーム、福祉のお話 

【時  間】午前 10時より 

【参加費】100円 

【対象者】町内の 65歳以上の方 

送迎サービスがあります。 

サロン参加者の送迎を行っております。 

停車場所はサロンチラシに記載してお

りますので、希望する方は参加申込み

とあわせて民生委員にお伝えください。 

日常生活の困りごとや病気、経済的な問題にも、社協相談員・司法書士・保健師が対応します。 

◆社協心配ごと相談所 毎週水曜日 相談時間 ９：００～１２：００ ☆予約不要 

月 日 相 談 種 別 相 談 員 場 所 

6月  5 日 
一般相談 社協相談員 藤崎老人福祉センター 

こころの健康相談 司法書士、保健師、社協相談員 常盤老人福祉センター 

6月 12 日 一般相談 社協相談員 藤崎・常盤老人福祉センター 

6月 19 日 
こころの健康相談 司法書士、保健師、社協相談員 藤崎老人福祉センター 

一般相談 社協相談員 常盤老人福祉センター 

6月 26 日 一般相談 社協相談員 藤崎・常盤老人福祉センター 

7月  3 日 
一般相談 社協相談員 藤崎老人福祉センター 

こころの健康相談 司法書士、保健師、社協相談員 常盤老人福祉センター 

7月 10 日 一般相談 社協相談員 藤崎・常盤老人福祉センター 

7月 17 日 
こころの健康相談 司法書士、保健師、社協相談員 藤崎老人福祉センター 

一般相談 社協相談員 常盤老人福祉センター 

7月 24 日 一般相談 社協相談員 藤崎・常盤老人福祉センター 

7月 31 日 一般相談 社協相談員 藤崎・常盤老人福祉センター 

 

 

 

 

◆弁護士による広域法律相談所 相談時間 １０：００～１２：３０ ※ 1件 30分まで 

☆要事前予約（１日５件まで）無料 ☆申込：藤崎町社協（℡65-2056） 
 

月 日 場 所 

6月 21日（金） 
藤崎町 

（常盤老人福祉センター） 

7月 19日（金） 
西目屋村 

（西目屋村社会福祉協議会） 

 

 主な相談内容 

〇財産の相続問題について 

〇家族関係について など… 

※事前予約の際に以下の内容

をお尋ねいたします。 

・希望時間  ・相談内容 

・氏名     ・連絡先 

 

シルバー会員になるには 

○藤崎町内に在住する原則６０才以上で、健康で働く意志のある人 

 ※原則６０才以上とは、当該年度内に６０才になる方を指しています。 

○センターの趣旨（目的）に賛同した人 

○入会説明会を受けて、入会申込書と入会承諾書を提出した人 

○定められた会費を納入した人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

【作業内容】屋内外の軽作業・草刈り・草取り・除雪作業など 

◎草刈作業の場合 

例）草刈作業を 3 時間行った場合  

草 刈：950 円×3 時間＝2,850 円 

機械代：500 円×3 時間＝1,500 円   配分金 4,350 円   

※上記金額は、刈払い機と燃料を持ち込みした場合となります。 

 また機械の貸出も可能ですので、ご相談ください。 

【申込先】→（藤崎町社協 ℡65-2056） 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

月 日 地 区 場 所 

6月 4 日（火） 
葛野・水沼、

東町、西豊田 
藤崎老人福祉センター 

6月 6 日（木） 木挽町・横町 ふれあいずーむ館 

6月 12日（水） 若松 若松転作研修館 

6月 19日（水） 下町 下町集会所 

6月 21日（金） みつや 老人憩の家 

6月 28日（金） 水木 水木ふるさとセンター 

7月 11日（木） 藤越 藤越研修センター 

7月 18日（木） 福舘 福舘公民館 

7月 19日（金） 伝馬 伝馬集会所 

7月 24日（水） 福島 福島公民館 

7月 30日（火） 舟場・表町 藤崎老人福祉センター 

いきいきふれあいサロン ～元気と笑顔があふれる場所～ 

 

シルバー会員募集 

 

 

 

藤崎町社協の基本理念である「誰もが安心して暮らすことができる福祉のまちづくり」を実現するために、補助金や

受託金、共同募金配分金の他、町民の皆さまや企業などからいただく会員会費を財源に福祉事業を実施しています。 

本年度も、本会の趣旨並びに地域の福祉事業推進にご理解いただき、一般会員加入にご協力くださいますようお

願い申し上げます。 

◎一般会費 1世帯 １，０００円（年額）  
 【社協会費の使い道について】 

・紙おむつ支給事業            ・社協広報紙の発行 

・ふれあい昼食会            ・福祉安心電話サービス事業 

・藤崎町社会福祉大会      ・心配ごと相談所事業 

・社協ホームページの管理     ・ボランティア活動推進校の推進など 

【社協会員とは・・？】 

社会福祉に理解と関心を持ち、「社協を支援する

（サポーター）」として地域福祉活動を支えてくださる

方々です。 

【会員加入は強制ですか・・？】 

強制ではありませんが、社協事業の

趣旨にご賛同いただき、ご加入いただけ

れば幸いです。 

ボランティア活動推進校の推進 

（高齢者疑似体験の様子） 

中南自立相談窓口のご案内 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


